
令和 7年度 

                            

No.         

公民館自主グループ活動届出書  

兼 奈良市生涯学習情報提供システム 情報登録書 
 

私たちは、奈良市公民館生涯学習活動団体登録要綱の定めに従い、以下のとおり活動を行いますので、

会員名簿を添えて提出します。 

また奈良市生涯学習情報提供システムの「自主グループ情報」として、登録・公開します。 

◇【記入要領】は最後のページをご覧ください◇ 
◆色のついている項目は、記入必須です。必ず記入してください。 
◆公開選択欄に色のついている項目は、公開必須です。ホームページ上に公開させていただきます。 
◆公開選択欄に色のついていない項目は、公開する・しないのどちらかに〇をつけてください。 

ふ り が な 
 

団 体 名 
公開必須 

 

 

記
入
例 

ならあけぼのくらぶ 

奈良あけぼの倶楽部 

ふ り が な 

 
代 表 者 

※① 

公開する 

しない 

 

記 
 

入 
 

例 

なら たろう 

 ㊞ 奈良 太郎 ㊞ 

郵 便 番 号 

非 公 開 

 631-0034 

所 在 地  奈良市学園南三丁目 1番 5号 

電 話 番 号  0742-44-0101 

【問合せ先の公開について】 

◆すべての項目で「しない」を選択した場合は、この届出書の提出先施設が問合せ先となります 

◆情報を公開「する」場合は、担当者名は「する」を選択し、電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレスのなかから１つ以上「する」 

を選択してください。 

ふ り が な 
 

問 合 せ 
担 当 者 名 

※② 

公開する 

しない 

 

記 
 

入 
 

例 

やまと はなこ 

 ㊞ 大和 花子 ㊞ 

郵 便 番 号 
公開する 

しない 

 630-8228 

所 在 地  奈良市上三条町 23-4 

電 話 番 号 公開する・しない  0742-26-6506 

ＦＡＸ番号 公開する・しない  0742-26-6506 

メールアドレス 公開する・しない  manabu@manabunara.jp 

館長 主 任 係 

   

中面へ続きます 

令和   年   月   日 

公開 登録   

※ここは記入しないでください。 



令和 7年度 

 

◇【記入要領】は最後のページをご覧ください◇ 
◆色のついている項目は、記入必須です。必ず記入してください。 
◆公開選択欄に色のついている項目は、公開必須です。ホームページ上に公開させていただきます。 
◆公開選択欄に色のついていない項目は、公開する・しないのどちらかに〇をつけてください。 

Ｕ Ｒ Ｌ 

※③ 

公開する 

しない 

 

記入例 https://manabunara.jp/ 

主な活動場所 公開必須 

生涯学習ｾﾝﾀｰ  中部  西部  南部  三笠  田原  富雄 

柳生  若草  登美ヶ丘  興東  春日  二名  京西  平城西 

伏見  富雄南  平城  飛鳥  都跡  登美ヶ丘南  平城東 

月ヶ瀬 都祁  その他（                  ） 

記入例 

生涯学習ｾﾝﾀｰ  中部  西部  南部  三笠  田原  富雄 

柳生  若草  登美ヶ丘  興東  春日  二名  京西  平城西 

伏見  富雄南  平城  飛鳥  都跡  登美ヶ丘南  平城東 

月ヶ瀬 都祁  その他（                  ） 

活 動 内 容 公開必須 
 

記入例 絵手紙 

活 動 内 容 

（ 詳 細 ） 

※④ 

公開する 

しない 

 

記入例 

絵手紙の創作と、学習活動を通じて会員相互の親睦を図っています。 

児童や障がい者の方の入会も歓迎します。 

年に 1 回の作品展を励みに作品づくりに取り組んでいます。 

会  費 

  ※⑤ 
公開必須 

 

記入例 月会費 1000 円 

会 員 数 
公開する 

しない 

合計 男性 女性 

 人  人  人 

記入例 20 人 5 人 15 人 

参 加 方 法 

※⑥ 
公開必須 

 

記入例 
初心者、体験入会歓迎。 
事前に電話連絡（9 時～12 時）の上、活動場所に来てください。 
入会時には絵筆とはがきセット（500 円）を購入していただきます。 

設 立 年 

※⑦ 

公開する 

しない 

 

記入例 2008年 

主な活動日時 

 ※⑧ 
公開必須 

 

記入例 毎月 第 1･3土曜日の 13時～17時 

使用希望室名 

※⑨ 
非 公 開 

 

記入例 学習室 1 



令和 7年度 

①グループに対して問合せがあった場合、 
公民館窓口等で問合せ担当者の連絡先を 

お伝えしてもよろしいですか？ 

②①で、「はい」と答えられた場合、連絡先として、 
どの項目をお伝えしますか？ 

お伝えしても良い連絡先に〇を記入してください。 

は い ・ いいえ 

（〇を記入してください） 

電話番号  ＦＡＸ番号 

  メールアドレス 

No.         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入要領】は裏面をご覧ください 

 

 

指 導 者 

※⑩ 

非
公
開 

名 前 
 

記入例 平城 こと 

住 所 
 

記入例 奈良市杉ヶ町 23 

電話番号 
 

記入例 0742-26-5600 

１回の謝礼 
 

記入例 5000円 

写   真 
 

写 真 代 替 

※⑪ 

公開する 

しない 

あ り ・ な し  

記入例 あ り ・ な し 奈良あけぼの倶楽部 作品紹介 

問 合 せ 方 法 

※⑫ 

公開する 

しない 

 

記入例 電話での連絡をお願いします。 

備 考 

※⑬ 

公開する 

しない 

 

記入例 会員同士の親睦を図るために、ハイキングなども開催しています。 



令和 7年度 

【記入要領】 

 

※①代  表  者  指導者が代表者を兼ねることはできません。代表者を公開される場合は、押印が必要です。 

※②問合せ担当者名  代表者が問合せ先担当者と同じでも、ご記入ください。公開される場合は、押印が必要です。 

また、連絡を取りやすい電話・ＦＡＸ番号・メールアドレス等をご記入ください。 

指導者が問合せ先となることはできません。 

※③Ｕ  Ｒ  Ｌ  グループでホームページを公開されている場合は、ホームページのＵＲＬ(アドレス)をご記

入ください。指導者にあたる方のホームページは、掲載できません。 

※④活動内容(詳細)  グループの活動内容やＰＲなど、詳しくご記入ください。 

※⑤会     費  月会費・年会費等の金額を、活動の実態に応じてご記入ください。 

入会金を徴収するグループは、原則として公民館の自主グループ登録はできません。 

※⑥参 加 方 法  入会希望者向けのご案内をご記入ください。 

＊地域限定や資格が必要であるなど、入会対象者を限定する場合はその旨をご記入ください。 

＊受付時期に限定がある場合や、物品の購入が必要な場合は、その内容をご記入ください。 

＊その他、入会に際しての必要事項等がある場合は、この欄にご記入ください。 

※⑦設  立  年  西暦でご記入ください。 

※⑧主な活動日時  活動予定の曜日や時間（24 時間表記）などをご記入ください。 

           不定期の場合は、「不定期」とご記入ください。 

※⑨使用希望室名  使用を希望する部屋がありましたら、この欄にご記入ください。 

※⑩指  導  者  指導者の名前・住所・電話番号・１回の謝礼をご記入ください。 

         指導者が代表者（会員）となることはできません。 

※⑪写真・写真代替  掲載したい写真がある場合は、この書類に添付してください。１枚に限ります。 

写真代替とは、写真の説明文として掲載する文章です。写真を登録するときは必ずご記入く

ださい。 

※⑫問 合 せ 方 法  優先してほしい問合せ方法がある場合は、その内容をご記入ください。 

問合せや見学希望の連絡方法について、直接活動場所に行く・電話・ＦＡＸ・Ｅメールなどで

都合のよいものをご記入ください。 

指導者が問合せ先となることはできません。 

※⑬備     考  グループ活動での特記事項や掲載したい内容があれば、ご記入ください。 

 

●奈良市生涯学習情報提供システムとは・・・ 

奈良市公民館・生涯学習センターでのさまざまな生涯学習情報を、誰でも気軽に学習検索ができるシステムです。 

ご家庭用パソコン等のインターネット上で自主グループ情報等を閲覧していただくことができます。 

◎ご留意ください◎ 

記入していただいた情報のうち、公開必須の項目と「公開する」を選択された情報は、インターネット上に公開されますの

で、世界中どこでも誰でも情報を利用することができます。そのため、情報を見る人のモラルにゆだねられ、個人情報が悪用

されるケースも考えられます。 

◎個人情報の保護措置◎ 

(公財)奈良市生涯学習財団では、個人情報の掲載において、上記のような弊害が生じないようにするために、個人情報の適正

な運営に努め、掲載内容については、本人または保護者からの削除・訂正の申し出があれば、すみやかに必要な措置を講じま

す。 

 


